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前払式支払手段の例
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前払式支払手段の発行額等の推移

H16年度 H17年度 H18年度 H19年度 H20年度 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度

年間発行額 91,611 109,637 124,117 134,752 135,532 132,405 182,286 191,615 205,177 220,632

年間回収額 91,408 109,435 123,751 134,303 135,574 131,889 180,997 192,363 205,047 220,074

基準日未使用残高 18,552 18,955 19,427 20,067 20,050 20,592 22,647 21,976 22,078 22,710
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単位：億円

資料提供：金融庁

ご参考 前払式支払手段発行者の登録・届出数（27年6月末現在 第三者型1022 自家型798 合計1820者
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記録媒体別の発行額の推移

（単位：百万円）

H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25

サーバ型 - - - - - - 5,082,268 6,029,594 6,679,529 7,105,017

ＩＣ型 4,596,515 7,463,753 9,584,487 11,064,842 11,191,047 11,095,974 10,972,315 11,350,321 11,995,070 12,598,020

磁気型 3,194,827 2,112,646 1,404,282 1,085,134 832,637 620,411 462,083 268,673 231,988 193,767

紙型 555,323 646,265 902,084 624,629 541,695 628,787 1,016,577 806,331 698,573 760,276

 -

 5,000,000

 10,000,000

 15,000,000

 20,000,000

 25,000,000

紙型 磁気型 ＩＣ型 サーバ型

出典：第１６回発行事業実態調査統計 平成２５年度版（２０１４年１０月一般社団法人日本資金決済業協会）
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13,959 4,268 4,066 3,546 2,594 2,073 2,948 972 960 2,658 7,757 1,873 1,232 3,794 3,319 3,085 2,451 2,403 2,125 1,851 5,373 12,892 10,096 2,337
15,730 4,134 4,133 3,658 2,467 2,065 3,245 834 2,586 6,518 1,177 3,250 2,347 3,148 1,735 2,418 1,848 1,311 3,756 13,205 10,718 2,600
18,276 4,176 4,312 3,930 2,612 2,045 3,377 842 2,258 6,656 1,170 3,755 2,295 3,283 1,840 2,260 1,723 1,252 5,675 16,368 12,334 2,674

男性18-29歳 8,294 3,425 2,853 3,060 2,478 2,274 2,741 1,263 1,255 4,059 10,113 1,823 1,521 7,283 3,772 3,133 3,329 2,868 2,690 2,481 6,300 5,927 9,164 3,732
男性30-39歳 6,969 3,782 3,758 3,377 2,528 2,115 3,150 1,005 1,058 1,712 7,505 1,576 1,303 1,300 2,186 2,660 2,373 2,478 2,221 2,066 3,444 10,567 10,216 2,159
男性40-49歳 12,207 4,035 4,865 3,957 2,845 2,138 2,915 946 930 2,250 7,168 1,444 1,121 2,917 3,806 3,034 2,500 2,373 2,178 1,950 1,250 11,763 10,665 1,847
男性50-59歳 13,674 4,543 4,252 4,022 2,778 2,076 3,191 978 911 1,938 8,942 1,523 1,178 3,375 1,792 3,517 2,875 2,381 2,127 1,570 20,850 17,467 11,984 1,902
男性60-69歳 18,531 5,174 5,089 3,774 2,999 2,573 3,120 924 954 1,646 7,440 1,733 1,312 688 2,507 3,797 3,063 3,020 2,464 1,454 1,167 18,034 12,802 1,977
女性18-29歳 9,284 3,950 3,322 3,300 2,136 1,400 2,618 946 1,004 3,375 7,900 2,047 1,218 1,375 2,983 2,225 1,578 2,281 1,743 1,603 4,125 7,461 12,116 2,615
女性30-39歳 10,398 3,420 3,862 3,388 2,362 1,713 2,705 892 920 2,357 8,020 2,127 1,077 750 2,069 2,638 2,057 2,115 1,804 1,567 667 13,066 8,410 2,245
女性40-49歳 14,589 3,932 3,655 3,435 2,393 1,705 2,759 911 856 1,917 5,736 2,042 1,073 750 4,750 2,703 2,023 2,046 1,885 1,510 1,375 12,377 7,590 3,157
女性50-59歳 14,707 4,366 4,183 3,714 2,595 1,950 2,862 980 913 2,714 3,402 2,176 1,173 3,417 2,330 2,824 1,708 1,963 1,873 1,882 5,450 15,707 9,000 2,024
女性60-69歳 19,183 4,793 4,357 3,353 2,701 2,265 3,199 985 930 3,120 5,279 2,085 1,324 2,550 8,088 4,174 1,625 1,650 2,041 1,775 2,167 18,400 9,190 2,730

*1　前回、前々回は｢テレホンカード｣「図書カード」は別々に聴取　*2　前回、前々回は「Edy（エディ）｣「nanaco（ナナコ）」「ＷＡＯＮ（ワオン）」は別々に聴取  ※カテゴリごとに「平均利用金額　全体」のスコアで降順にソート

平均利用金額　全体
(前回調査：2013年)平均利用金額　全体

(前々回調査：2011年)平均利用金額　全体
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【①市場浸透度の把握 （事前調査：18歳～69歳の男女）】

▼ 現金を除く支払手段（小分類）の1回あたり利用金額～属性別～（SQ5）
各支払手段の１回あたりの平均利用金額を前回・前々回調査と比較すると、平均利用金額が最も高い「旅行券等」は、前々
回調査から4,000円以上下落している。

出典：前払式支払手段の利用実態調査結果報告書（２０１５年６月一般社団法人日本資金決済業協会）
８



９
出典：第１６回発行事業実態調査統計 平成２５年度版（２０１４年１０月一般社団法人日本資金決済業協会）

図表８　媒体別発行者数 （単位：者）

紙型 磁気型 ＩＣ型 サーバ型

発行専門会社 18          6           4           5           8           
百貨店 43          43          10          -           11          
スーパー 76          74          5           1           3           
小売業（百貨店・スーパー以外） 160        82          69          7           18          
外食業 15          13          -           -           3           
旅行 36          36          -           -           3           
ホテル・旅館 42          42          1           -           1           
通信 9           -           2           -           7           
運輸 19          12          13          6           1           
製造業（飲食料品） 8           8           2           -           -           
クレジット・割賦販売 42          31          2           8           15          
ソフトウェア業 13          2           -           -           12          
協同組合等 289        268        25          4           1           
その他 125        63          30          12          32          

合　　　計 895        680        163        43          115        
(注）複数回答

発行者数
媒体別発行状況

業　　　　種

図表１　業種別回答者数 （単位：者）

業　　　　種

発行専門会社

百貨店

スーパー

小売業（百貨店・スーパー以外）

外食業

旅行

ホテル・旅館

通信

運輸

製造業（飲食料品）

クレジット・割賦販売

ソフトウェア業

協同組合等

その他

合　　　　計

（参考）※調査対象発行者数1821者に対する回答者（回答率49.5%）
※平成24年度回答率 48.5%

126              54                72                

902              332              570              

13                8                 5                 

291              20                271              

8                 2                 6                 

42                -                 42                

9                 8                 1                 

19                9                 10                

36                29                7                 

42                29                13                

163              124              39                

16                6                 10                

43                2                 41                

76                39                37                

回答者数 内数：自家型 内数：第三者型

18                2                 16                

図表14　前払式支払手段の購入事由

④ サーバ型 (注）回答者の推計　　　（単位：％）

業　　　　種
購入者（個人）

自身で使う

購入者（個人）

の贈答用

法人の福利・厚生

用として使う

法人のノベルティ・

販促用
その他

発行専門会社 100.0             -                   -                   -                   -                   

百貨店 17.6               67.1               3.0                 10.0               2.3                 

スーパー 46.7               43.3               -                   10.0               -                   

小売業（百貨店・スーパー以外） 68.6               17.7               5.4                 7.1                 1.1                 

外食業 69.3               23.3               1.7                 5.7                 -                   

旅行 5.0                 25.0               50.0               20.0               -                   

ホテル・旅館 100.0             -                   -                   -                   -                   

通信 90.4               2.3                 7.3                 -                   -                   

運輸 100.0             -                   -                   -                   -                   

製造業（飲食料品） -                   -                   -                   -                   -                   

クレジット・割賦販売 92.3               5.8                 0.2                 1.7                 -                   

ソフトウェア業 89.9               -                   -                   0.1                 10.0               

協同組合等 100.0             -                   -                   -                   -                   

その他 80.4               10.5               0.6                 5.4                 3.1                 

構成比 74.6               15.7               2.8                 4.7                 2.2                 



１０

会員・利用者等からの相談や苦情に対する協会の取組み

・資金決済業（前払、資金移動）に関する会員をはじめ一般のみなさま方からの法令等の照会・相談等は、
協会の代表電話等で対応している。

・資金決済業に関する利用者のみなさま方からの相談、苦情、ご意見等は「お客様相談室」を設置し、お
客様相談室専用の電話回線を設けるとともに、協会ウェブサイトで利用案内を掲載し、相談、苦情等に対
応している。

・利用者のみなさま方から会員が行う資金決済業に係る業務に関して苦情等の申し出があったときは、そ
の相談に応じるとともに、必要に応じ、当該会員に対し、当該苦情等の処理を求め、迅速な解決に努めて
いる。

・相談、苦情等の内容については分析・とりまとめを行い、その結果を会員にフィードバックしている。



１１

・前払式支払手段を安心してご利用いただくためにＱ＆Ａ形式で、利用者保護措置、サービスの仕組み、利
用方法、利用上の注意事項等についてわかりやすく解説した消費者向けパンフレットを作成し、全国の消費
生活センターや公立・大学図書館等を通じて消費者に配布している。

また、協会のウェブサイトにおいて「消費者のみなさまへ」のコーナーを設け、クイズやＱ＆Ａも活用し、上記
消費者パンフレットと同様の内容をわかりやすく、見やすく紹介している。

全国の消費生活センター、消費者団体、国民生活センター等を訪問し、資金決済法の法令、サービスの仕
組み、利用上の注意事項等に関する説明会を開催し、消費生活相談員等に対し、資金決済業に関する普
及・啓発を行っている。

・インターネットで利用できるサーバ型前払式支払手段を悪用した消費者への詐欺被害の未然防止のため
の取組みや「詐欺的なサクライト商法」に係る協会の取組みはＰ２～Ｐ３に記載。

・協会自主規制規則において、担当部署・処理手続の制定や適切なフォローアップなど苦情処理態勢の整
備を求めている。

以上のとおり、協会は、消費者トラブルや消費者啓発への取組みを行っている。

前払式支払手段に係る消費者トラブルや消費者啓発に関する協会の取組み



１２

（加盟店の管理）
第２６条 第三者型発行者である協会員は、例えば、社内規則等において、以下の各号に掲げる事項を定める等前払式支

払手段の不適切な使用を防止する措置を講じなければならない。
(1) 加盟店契約を締結する際に、当該契約相手先が公序良俗に照らして問題のある業務を営んでいないことを確認する

方法
(2) 加盟店契約締結後において、加盟店の業務に公序良俗等に照らして問題があることが判明した場合に、速やかに加盟

店契約を解除する等の措置を講じるための手続
(3) 加盟店契約締結後において、以下の事項について把握するための手続

イ 加盟店の業態が変更されるなど、その提供する物品、役務が著しく変更された場合に、その旨及び内容
ロ 加盟店契約時に確認した事項に著しい変更があった場合に、その旨及び内容
ハ 一定期間における前払式支払手段の使用実績

２ 前項第３号ハにおいて把握した前払式支払手段の使用実績については、加盟店を管理する部署とは別の部署が当該
実績及び支払金額の正確性を検証することとする。

（利用者からの苦情に関する対応）
第３１条 協会員は、前払式支払手段の利用者から前払式支払手段に関する苦情等の申出がなされた場合に対し、以下の各
号に定める内容を含む苦情処理態勢を構築する。
(1) 苦情等に対し迅速かつ適切に処理又は対応ができるよう、苦情等に係る担当部署や処理手続の制定
(2) 苦情等の内容が経営に重大な影響を与え得る事案であれば内部監査部門や経営陣に報告する等事案に応じ必要な関

係者間で情報共有が図られる体制の整備
(3) 加盟店における前払式支払手段の使用に係る苦情等について、利用者等から前払式支払手段発行者への直接の連絡体

制を設けるなど適切な苦情相談態勢の整備
(4) 委託業務に関する苦情等について、利用者から委託元である前払式支払手段発行者への直接の連絡体制の設置
(5) 苦情申出を行った利用者に対し、対応状況についての説明等、適切なフォローアップがなされる態勢
(6) 苦情等の内容は、正確かつ適切に記録、保存されるとともに、蓄積と分析を行うことによって、勧誘態勢や事務処理態勢

の改善、再発防止策の策定に十分活用される態勢
２ 協会員は、自己の前払式支払手段の利用者から、認定資金決済事業者協会に対して苦情解決の申出がなされ、認定資金

決済事業者協会から苦情の内容の通知を受けた場合、認定資金決済事業者協会の定めるところに従い、以下の各号に定め
る対応を行う。

(1) 苦情に対しての迅速な処理
(2) 認定資金決済事業者協会から文書若しくは口頭による説明を求められ、又は資料の提出を求められた場合は、速やかな

提出
(3) 苦情に対する処理結果について、認定資金決済事業者協会への報告
３ (略）

協会の前払式支払手段自主規制規則（抄）


